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研究開発と税制

一展望—t

古 賀 款 久

要約

研究開発優遇税制の投資促進効果に関する実証研究は、欧米で数多く行われてきた。そ

れらの研究は、依拠するデータのレベルも、推計される式も様々であるが、研究開発投資

に対する税価格弾力性は短期的には、およそー1、長期的にはー1を超えるという結論に達

している点では、共通している。これは、税制を通じて研究開発に係る費用が 1%低下し

た場合には、研究開発投資が 1%以上増加することを意味しており、税制は投資促進施策

としては有効であることを示唆している。本稿では、企業レベルデータ（ミクロデータ）

に基づいて行われた実証研究、および、マクロデータに基づいて行われた実証研究の代表

例をそれぞれ一例ずつ紹介し、税制と研究開発投資に関する論点を概観した。

キーワード：研究開発投資；税制；実証研究

経済学文献季報分類番号： 13-11 

1 . はじめに

研究開発活動を通じて生み出される新しい技術・知識が、経済成長の原動力であること

は、経済理論の示すところである。とりわけ、 1980年代から1990年代に急速な蓄積を見せた

内生的成長理論は、企業の自発的な研究開発活動が技術革新をもたらし、それが一国の長期

的な経済成長に繋がることを示している 1)。わが国においては、将来、生産労働人口の減少、

および、資本蓄積の鈍化が予想されるが、このような将来世代において一定の経済成長を維

持するためには、産業部門の研究開発活動を通じて実現される技術革新が一層重要な役割を

果たすであろう。

しかし同時に、企業の研究開発投資の水準は、市場メカニズムにおいては、社会的に望ま

t)本稿の作成に当たり、小田切宏之先生(-橋大学大学院経済学研究科）、および、中馬宏之先生（一

橋大学イノベーション研究センター）から貴重なご助言を賜った。ここに記して御礼申し上げたい。な

ぉ、本稿に表された見解は、全て著者の個人的見解であるこまた、本稿内の誤りは全て著者の責任に帰

する。

1)先駆的な業績として、 Odagiri(1981)。それに統き、 Romer(1990)、Aghionand Howitt (1998) な

ど。
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しい水準を下回る可能性があることも経済理論の主張するところである凡企業の研究開発

活動を通じて生み出される技術・知識には、公共財的な性格がある。このため、開発者であ

る企業は、新技術・知識の生み出す経済的な利益を独占することが難しくなる 3)。また、企

業の研究開発活動には、往々にして、大きな不確実性が伴う。これらの特性には、研究開発

活動を阻害する可能性がある。さらに、研究開発活動の実施に必要な資金を資本市場から調

達しようとする場合、資金提供者と資金需要者との間には、研究開発そのものおよび研究開

発の成果に関して、情報の非対称性が存在するであろう。このような情報の非対称性は、市

場における資金調達を難しくし、結果的に研究開発活動の水準を低下させるだろう。

わが国では、企業の研究開発活動を促進するために、様々な支援制度が講じられている。

研究開発投資に対する税制上の優遇措置は、このような支援政策の一例である。後述するよ

うに、企業の研究開発に対する税制上の優遇措置は、おもに、研究開発費の（事実上の）即

時償却と研究開発費に対する税額控除から構成される。

研究開発費に対する税額控除制度の歴史は古く、わが国では、 1967年の税制改正により

「増加試験研究費税額控除制度」として創設された＼税額控除制度は、創設以来時限措置

として位置付けられてきたが、平成15年度税制改正を契機に恒久化された。控除税額の算定

方法も、制度創設当時は、「当年の研究開発費が過去に支出された研究開発費の最高額を超

過した場合にのみ認められる」とする「増加ベース」に依拠していた。しかし、幾多の制度

変更を経て、平成15年度税制改正では、当該年度の支出額の一定割合を控除するという「支

出ベース」に基づく方法に変更されている 5¥ 

研究開発に対する税制上の優遇措置が、企業の研究開発活動をどの程度促進しているの

か、という問題は、すぐれて実証的な問題と言える。このような問題意識のもと、欧米で

は、数多くの実証研究が1980年代から1990年代にわたって行われてきた。実証研究の流れ

は、 1980年代は税額控除制度における「実効税率」の計測、 1990年代以降は研究開発優遇税

2) Goodacre and Tonks (1995) など。いくつかの実証研究は、企業の研究開発における私的収益率と社

会的収益率とを計測し、社会的収益率が私的収益率を大きく上回っていること、換言すれば、企業にお

ける研究開発の水準が、社会的に望ましい水準よりも低いことを示している。詳細については、

Griliches (1998)第11章を参照。なお、わが国における実証研究例としては、 Gotoand Suzuki (1989)、

Odagiri and Murakami (1992)、Suzuki(1993) などを参照。

3) 特許による専有性が不完全であることについては、後藤•永田 (1997) で指摘されている。

4)「（税制の創設は）資本自由化を目前にして、激しい国際競争に直面していた当時の状況を背景に、民

間企業の新技術の開発能力や優秀な頭脳の開発を増強するため、税制面から助成措置を講ずることとし

たものである。」（成松 (1997)p.240) 

5)租税特別措置法第42条の 4 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除）参照。減価償

却制度も usercostに大きな影響を与える。詳細は成松 (1997) を参照。
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制における「税価格弾力性の計測」に大別される。税制が研究開発投資をどの程度促進する

のかを考える場合には「税価格弾力性 (taxprice elasticity)」の値を観察することが望まし

い。そこで本稿では、「税価格弾力性」に関する欧米の実証研究例を2例紹介し、それらの結

果を概観することにしたい。

本稿の構成は、以下のとおりである。次節では、実証分析の基本的視座となる、研究開発

投資に対する usercostに触れる。 Usercostの概念は、そもそもは、税制と設備投資との関

係を議論する際に開発された分析手法であるが、研究開発優遇税制の投資促進効果を検討す

る際にも有効な分析手段となりうる。

第 3節では、実証研究例を紹介する。ここで議論の対象とする実証研究は、 Hall(1993)、

および Bloomet al. (1999)である。 Hall(1993) は、米国の製造業に関する企業レベルの

データを用いた分析である。 1980年代に行われた実証研究も強調する通り、税制の効果は、

企業の taxstatus (課税所得の有無、増加ベースを超過したかどうか、繰越を使用したかど

うか等）を通じて、企業における「実効税率」に大きな差異をもたらすであろう 6)。そして、

実効税率が異なれば、それに対する研究開発投資の反応も企業によって異なるであろう。こ

のような理由から、先ず、企業レベルのデータに基づいた分析が必要になるであろう。 Hall

(1993) は、企業の利潤最大化問題から得られた最適化条件を実証的に検証しており、その

後の実証分析のメルクマールとなっている。その点からも、この研究を、本稿で紹介する価

値は大きいと判断される＼

経済活動における相互依存関係が高まっている今日において、各国の租税政策が他国の経

済活動に影響をもたらすことは十分に予想される。とくに、自国における研究開発投資の水

準が諸外国の研究開発税制に影響を受けるかどうかを検討することは興味深い論点である。

しかし、これらの論点は、観測単位を企業に置く限り、必ずしも十分には検討できないであ

ろう。そこで、本稿では、マクロレベルのデータを用いた分析例ーBloomet al. (1999) -

を紹介する。マクロデータに基づく実証研究は、諸外国における税制上の優遇措置の共通

点• 相違点を考慮できるだけでなく、 R&Dの国際的な移動をも考慮しており、よりグロー

バルな視点から税制の効果を検討することを可能にしている。最後に、第 4節では、本稿の

6) 1980年代の実証研究としては、 Altshuler(1988)、Cordes(1989a、b)、Cordeset al. (1988)、Eisner

et al. (1984)、Mansfield(1985a、b)などが挙げられるここれらの研究では、研究開発優遇税制を考慮

した「実効税率」の計測に力点が置かれている。

7)産業レベルのデータを用いた研究としては、 Mamuneasand Nadiri (1996)があげられる。この研究

でも、税価格弾力性の値はおよそー1であることが示されている。しかし、 Mamuneasand Nadiri (1996) 

は、税制だけでなく、公的研究開発投資の効果までも合わせて議論しており、税制の議論のみを切り分

けることが難しいので本稿では紹介しなかった。
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結論と今後の研究課題について言及する。

2. 分析の枠組

本節では、研究開発投資に対する usercostの概念を導入する。 Usercostの概念は、

Jorgenson (1963) の研究に端を発し、その後、設備投資と税制との関係を考える上で有用

な分析手法とされてきた 8)。本稿では、 Bloomet al. (1999) ならびに Halland Van Reenen 

(2000)で紹介された定式化を用いる 9¥ 

研究開発費ば性格の異なる複数の費用から構成される「複合費」である 10)。今、人件費、

材料費、および、その他の経費の「総計」（以下、便宜的に経常支出と呼ぶ）が研究開発費

に占める割合を w1とする。同様に、機械設備費用の占める割合を w2、建物費用の占める割

合を W3とする。このとき、研究開発投資の usercostは、次式 (2-1) における pと記述す

ることができる。

(2-1) P =区町Pj・ (j=1、2、3)
J=l 

(2-1) において Pjは、 P1が経常費用、 P2が機械設備費用、 p3が建物費用、のそれぞれにお

ける usercostである。研究開発費は複合費であるから、研究開発投資の usercostも、これ

ら3種類の費用における usercostを加重平均したものと定義される。各費用における user

costは次式 (2-2)で定義される。

(2-2) 
(1 -(Dj + Cj)) 

Pj = 
(1-r) 

(r十釘）

ここで、 rは利子率、ふは経済的減価償却率、 Tは法人税率とする。 (2-2)の右辺に現わ

れる (r十釘）は、機会費用であり、研究開発の各費目（経常支出、機械設備投資、建物

投資）に投下される金額を、他の用途に運用した場合に最低限実現されるべき課税前の収益

率を示す。法人税が課されない場合には、この収益率は、機会費用 (r十釘）に等しくな

る。一方、法人税が課され、かつ、税制上の優遇措置がない場合には、最低限実現されるべ

き収益率は (r十釘）/(1-r)となる。

税制は、即時償却および税額控除を通じて、企業における税負担を軽減する。軽減される

8) User cost of capitalに関する議論については、 Halland Jorgenson (1967)、Auerbach(1983)、Sinn

(1987、1991)、Sorensen(1995)、Summers(1981) 、吉川 (1984) 、田近• 林・油井 (1987) なども参

考になる。

9)各国の研究開発優遇税制については、 EuropeanCommission (2001)、Leydenand Link (1993)、

OECD (1996)、および、内閣府政策統括官 (2002)が参考となる。

10)成松 (1997)
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税負担は、 (2-2)式に示される (Dj・十 cj) である。定率法（償却率は忍）による償却を

想定すると、減価償却による節税額Djの割引現在価値は (2-3) と表すことができる。

(2-3) D・= Tq>J + T炉(1-炉） T炉(1ーダ）2 T炉(1+ r) 
十．．．＝

(1 + r) (1 + r戸 （心十r)

(2-3)の意味するところは、次の通りである。いま、単純化のために減価償却資産jの取得

価格を 1とすると、初年度には呪相当額が減価償却費として認められる。このため初年度

にはT呪相当額の法人税が軽減される。次年度には、未償却分 (1-呪）に対して祝の減価

償却が認められるので、節税額は T呪(1-祝）となる。 3年目における未償却分は

(1 -炉）ーが(1-忍） = (1-¢ デである。したがって、減価償却費は忍(1-炉）汽節税額

はT呪(1-¢デとなる。同様に n年目の節税額は T忍(1-祝）n-1となる。各期の減税額を割

引現在価値として評価したうえで、それらの無限和を計算すると (2-3)式が得られる。

先に述べたように、経常支出、機械設備費用、建物費用は、それぞれ異なった償却率で償

却される（経常支出は、発生時に全て損金経理されるので、償却率は100%である）。

機会費用は、税額控除によっても軽減される。次式 (2-4)で示されるgは税額控除制度

を通じた費用の軽減分（実効税率）である。

(2-4) C; =仔(1-¼~(l+r)-n)

(2-4) は以下のように解釈される。当期 (tは当期を、 t+kは当期から K年後を示す）の

研究開発費が一定の「ベース」を超過した場合、当期には、ザの節税（節税額は正確には

仔 x「ベース超過額」であるが、ここでは説明を簡略化するために、「 1単位のベース増加」

があったと考えている）が可能となる。しかし税額控除制度が「増加ベース」に基づく限

り、当期に「ベース」を超過することは、将来のベース上昇を意味する。これは、当期の研

究開発費が次回以降の「ベース」計算の基準となるからである。将来の「ベース」がどの程

度上昇するのかは、「ベース」の計算方法に依存する：：

(2-4)では、「ベース」がK年間にわたる研究開発費の平均値として定義されている。こ

れは、換言すると、当期の研究開発費が「ベース」を超過した場合、次年度以降K年間にわ

たって、ベース上昇の影響が残ることになる：：以上からも明らかなように、税額控除制度が

「増加ベース」に基づく場合、実効税率cjは名目税率ヂを下回る。これに対して、税額控除

制度が「支出ベース」に基づくならば、実効税率と名目税率は一致する。

実証研究では、 (2-1)で定式化した usercostを説明変数の一つとして、次式 (2-5)で示

されるような回帰式を推計することが多い：：
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(2-5) lnRD =canst+ a lnp + {3X + u 

ここで、被説明変数lnRDは研究開発費の自然対数値を示す。先行研究の中には、研究開

発費ではなく、研究開発費を積み上げて作成した知識ストックの値（対数値）や、研究開発

費と知識ストックの比率などを用いた分析例も散見される 11)。これに対して、説明変数

In pはusercostの自然対数値を表す。 pに代わりに taxprice (user costのうち税の要素を

示す部分）を用いるケースもある。また、 Xは研究開発費の水準に影響を及ぼす、税制以外

の決定要因である。ここには、企業属性、産業属性、マクロ経済要因など様々な変数が含ま

れる。 (2-5)で示される係数aは、 usercostが 1%低下した場合に研究開発投資が何％増

加するかを示す「弾力性」 である． 次節では、この aの値を中心に、欧米の先行研究を概

観し、それらの特徴を整理することにしたい。

3. 実証分析例

3.1 ミクロデータを用いた研究例

1990年代に入り、欧米では、税価格弾力性を計測することによって、研究開発優遇税制の

投資促進効果を評価する試みが始められた。これらの実証研究は、依拠するデータも、企業

レベル、産業レベル、一国レベルと様々であるだけでなく、推計式もまた様々である。しか

し、非常に興味深いことに、これらの実証研究は、税価格弾力性がおよそ—1であること、

換言すれば、研究開発優遇税制を通じて研究開発の費用が 1%低下すると、研究開発投資は

1%増加するという点でコンセンサスを得ている企業レベルのデータに基づいて研究開発優

遇税制の有効性を分析した研究例として、以下では、 Hall(1993)を紹介する12¥

Hall (1993)は、 CompustatData (Standard and Poor社刊）に基づき、米国製造業に属す

11)例えばHines(1993)など

12)本稿は、研究開発投資に対する即時償却と税額控除の効果を考察の対象としている。しかし、研究開

発投資に対する税の影響はこの 2つに限られたものではない。本稿では紹介を省略したが、例えば、

Hines (1993、1994)は、米国税法が定める研究開発費の国際的な配分ルールが多国籍企業の研究開発

活動にどのような影響を及ぼすのかについて、米国籍の多国籍企業の企業レベルデータを用いて検討し

ている。彼は、国内の R&D に対する税価格弾力性が—1.2からー1.6の間の値を取ることを示した。ここ

からも、 R&Dは、税制に対し感応的であることが知られる。また Hinesand Jaffe (2001) は、この分

析を拡張して、米国の税制 (R&Dの国際的な配分ルール）が多国籍企業のイノベーション活動（イノ

ベーション活動の水準は特許数で計測される）に及ぼす影響を検討している。 1986年度の税制改正によ

り米国における税負担が増加した多国籍企業では、外国における取得特許数の成長率も低調であること

が示された。これは、税制がR&Dの配分に影響を与えると同時に、国内の R&Dと海外の R&Dとが補

完関係にあることを示唆している。

54 



研究開発と税制（古賀） 261 

る企業約1,000社に関する12年分 (1980年から1991年）のパネルデータを構築した。これら

の標本企業には、米国製造業に分類される全上場企業が含まれている。また、これらの標本

企業は、米国における産業の研究開発費の約85%を占めている。ただし、 CompustatData 

からは、研究開発費の中で、税額控除の対象となる qualifiedresearch spendingがどのくら

いの割合を占めるのかが明らかではない。また、このデータベースからは、企業の tax

statusのうち、課税所得と欠損の繰越に関する情報は利用可能であるが、利用されなかった

税額控除額の値については明らかとなっていない。これら 2つの問題のうち前者について、

Hall (1993) は、先行研究 (Altshuler(1988)) で示されたシェア（研究開発費に占める

qualified research spendingの比率）の推計値を用いて、各企業の各年度における qualified

research spendingを概算した。

Hall (1993) は、コブ・ダグラス型生産関数 (S= AG"f) と二次の調整費用関数

(<I>(Rt, Gt) = (の/2)(Rt/Gリ凡）を前提とした利潤最大化企業を想定し、その企業の直面す

る動学的最適化問題を解き、次式 (3-1-1) に示される一階条件を導出した。

(3-1 -1) 

互::=~ ~ ~((忍）-H忍）2+のー1((1~\J-7(忍）））—¢―·c~十Tい）
ここで、 Rは研究開発費、 Gは知識ストック、 Sは売上高、りは調整費用の係数、 yは生

産関数の係数、 rは利子率、 6は知識ストックの経済的減価償却率、ては法人税率、 0は課

税前の研究開発価格、をそれぞれ指す。また、 tは当期を、 t+ lは来期を表す。 (3-1-1)式

から、来期の R&Dは、当期の R&Dと正の関係にある。これは、当期の R&Dは、企業に

おける知識基盤を構築するが、それは来期の R&Dを誘発することと解される．

来期の研究開発投資率は、来期の taxpriceが上昇すると低下するであろう。逆に、来期

の研究開発投資率は、当期の taxpriceとは正の関係にある。これは、投資に大きな調整費

用がかかるため、当期の taxpriceが上昇すれば、当期の投資を来期に先送りしたほうが効

率的であることを意味する。最後に、当期の限界生産性 (St/Gりが増加すると、当期の投

資が増え、来期の投資が減少することが予想される：：

(3-1-1)式は、 GMM(Generalized Method of Moment)で推計される13)。GMMを採用

する理由は、推計式が非線形であること、説明変数である taxprice (0t+1/ (1 -Tt+1)) に測

定誤差が生じうること、などである。推計の際に用いられる操作変数は、右辺に現われる各

変数の 2期ラグおよび 3期ラグの値、 R&D成長率、売上高、 2期ラグの税額、ならびに、

13) GMMについては、 Greene(1997) pp.517-539を参照
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1期および 2期前の taxstatusである。推計結果は表3-1-1に整理される。

表3-1-1 推計結果 (1)

Model I II III IV 

Independent Variable 1980-1991 1980-1985 1986-1991 First 
Diff.1980-1991 

St/Gt 
.0001 .0001 .0002 .0009 
(.0001) (.0001) (.0001) (.0014) 

Rt/Gt 
.988 .957 .973 .656 

(.031) (.047) (.029) (.181) 

(Rt/Gt)2 
-.221 -.137 -.248 -.187 
(.034) (.052) (.033) (.149) 

0t十1/(l-Tt+l) 
-.362 -.320 -.356 -1.21 
(.042) (.063) (.053) (.29) 

0り(1-乃）
.250 .305 .147 .374 

(.059) (.098) (.054) (.095) 

X 2(2)for price effects 74.1 38.0 46.2 17.2 

Year dummies Yes Yes Yes Yes 

Std. Err .096 .102 .087 .195 

Std. Dev. OfDep. Var .183 .187 .180 .079 

No. of Obs. 9,167 4,807 4,360 9,167 

（注）カッコ内は標準誤差。なお、有意水準の程度については元論文に記述がなかった。
出典 Hall (1993) p.24 

得られた推計結果は、概ね予想と整合的である。 St/Gtの係数は正であるが、モデル III

以外は有意な結果を示してはない。推計結果から得られるパラメータァも、 .05あるいは .10

といった（通常想定される）値よりも遥かに小さい。これは、生産関数に置かれている前提

Cs= Ac,)が必ずしも現実的ではないことを示している。これに対して、 Rt/Gtのt値は、

モデルにおいて、 3.6から33の値を取るなど、高い説明力を示している。調整費用 (RdGt)2

も同様に高い説明力を示している。

モデル I、II、IIIのいずれにおいても、 taxpriceは負で有意な値を示している。とりわけ

1986-1991年を対象にした推計（モデル III)では、 1980-1985年を対象にした推計（モデル

II) よりも有意な値を示している。 Hall(1993) はこの結果を、企業が、 1986年度の税制改

正を契機に、税額控除制度が半恒久的な制度となることを再確認したもの、と解釈した。

モデル I、II、および IIIはパネルデータに基づいた推計であるが、その際、「観察されな

い企業属性」の影響を考慮していなかった。このような「観察されない企業属性」を除去し

なければ、推計結果にバイアスがもたらされる 14)。そこで (3-1-1) の両辺の各変数につき

一期のラグを取ったものを (3-1-1)' とし、 (3-1-1) の両辺から (3-1-1)' を引くことに

よって、このような観察されない企業属性を除去することにする。そのようにして得られた

式 (3-1-1)'' を、再び GMMで推計した結果が表3-1-1モデル IVに示されている。モデル

14) Baltagi (1995)、pp.3-4.
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IVからは、 taxprice が—1.21 と大きな値を示すことがわかる。

ところで、 (3-1-1)で示される一階条件は、過度に抽象化された理論モデルから導出され

ている。このような理論は、現実の多種多様な企業の投資行動を説明する上では、必ずしも

適切な近似とはなりえないかもしれない。そのような理由として、企業は、理論が想定する

ような動学的最適化に失敗する可能性があること、生産関数や調整費用関数は、企業や産業

によって異なること、理論が想定する「期待」形成も必ずしも現実的とは言えないこと、な

どが挙げられる。

そこで Hall(1993) は、より単純な定式化を行うことによって、表3-1-1で得られた結果

が適切であるかどうかを確認した。新たに推計されるのは次の式である；

(3-1-2) lnRt =canst+ alnRt-1 + f3lnPt + "'(lnPt-1 + olnSt-1 +附

Rは研究開発費、 Pはtaxprice、Sは売上高である。推計方法は引き続き GMMであり、そ

の際用いられる操作変数は、 (3-1-1) をGMMで推計した場合と同一である。

推計結果は表3-1-2に示される。 Levelsの欄には、 (3-1-2) をGMMで推計した結果が報

告されている。これに対して、 FirstDiffの欄には、 (3-1-2) の両辺の各変数のラグを取っ

た式を (3-1-2)' とし、 (3-1-2) の両辺から (3-1-2)' を引いた式 (3-1-2)'' をGMMで

推計した結果が示されている．表3-1-2は表3-1-1を補強する結果となっている。ここでも、

logPの係数である税価格弾力性 (taxprice elasticity) は、—1.21からー2.48 という大きな値

を示している。この結果は、税制上の優遇措置が、研究開発投資を促進するうえで有効に機

能していることを示唆している。以上の考察を踏まえ、 Hall(1993) は、米国の税額控除制

度は、企業は税制に完全に適応するのに多少の時間を要したものの、期待された目的を果た

表3-1-2 推計結果 (2)

Model I II m IV V 

Independent Variable Levels Levels Frrst Diff First Diff First Diff 

logR-1 
1.003 .999 .431 .307 
(.004) (.004) (.071) (.051) 

logP 
-2.48 -1.90 -1.95 -.83 -1.21 
(.16) (.14) (.47) (.181) (.14) 

logP_1 
1.39 -.40 

(.19) (.16) 

log B-1 
-.031 -.011 .34 .51 .74 
(.004) (.00-1 .i (.09) (.06) (.05) 

Std. Err .329 .311 .355 .294 .296 

DWstat. 1.95 1.56 2.53 2.27 2.03 

（注）カッコ内は標準誤差。なお、有意水準の程度については元論文に記述がなかった。

出典 Hall (1993) p.27 
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したと結論付けた。

3.2 マクロデータを用いた研究例

本節ではマクロデータに基づいて研究開発税制の影響を検討した実証研究を紹介する。既

に述べたように、マクロレベルで研究開発税制の効果を議論することは、各国間の相互依存

関係が高まっている今日においては不可欠な取り組みである 15)。そこで本節では、 Bloomet 

al. (1999)の議論を基礎に、マクロデータを用いた実証研究の特徴を探ることにしたい16¥
Bloom et al. (1999) は、次式 (3-2-1)で表される R&D需要関数を推計モデルとした。

(3-2-1)喘=a+f3Yit -"Y犀＋附t

ここで、添え字 iは国を示し、添え字 tは年度を示す。 rftは自国産業における R&D、Yit

は生産高、品は usercost of R&D、のそれぞれに対する自然対数値である。 (3-2-1) は、

CES生産関数から導かれた R&D需要関数を、定常状態で評価したものとも解釈しうる 17)0 

実証分析に用いられるのは、 OECD加盟 8ヶ国（オーストラリア、カナダ、フランス、

ドイツ、イタリア、日本、イギリス、および、アメリカ）に関する16年間 (1979-1994年）

のデータである。実証分析に用いられるデータのうち、研究開発活動に関連するデータは、

OECD ANBERD Datasetから、また、生産物に関するデータは同じく OECDSTAN 

Databaseから引用されている。これに対して、各国における usercostの値は、 2節で紹介

した定式化に基づいて計算されている。

推計の対象となる 8カ国の間には、説明変数（研究費、生産高、および、 usercost)では

捉えることのできない差異（文化的、経済的差異）があるだろう。 3.1でも触れたように、

このような国別特性を除去しなければ、推計結果にバイアスがかかる可能性がある。そこ

で、推計に際しては、これら観察されない個別属性を固定効果として除去することを考え

る。

15) これに加えて、 Guellecand van Pottelsberghe de la Potterie (2003)は、マクロデータによる分析のメ

リットを 2つ挙げている。第 1点は、マクロレベルの分析では、研究開発投資に対する諸政策をそれぞ

れ外生変数として取り扱うことができる点である。企業レベルの分析では、補助金と研究開発投資との

間に発生するであろう「内生性」（補助金は研究開発投資を盛んに行っている企業に付与される可能性

があること）を制御しなければならないが、マクロデータを用いる限り、そのような制約から、解放さ

れる。第 2点は、政策の間に外部性が見られるが（税制と補助金との相互依存関係）、集計データを用

いた分析では、そのような効果を把握することができる点にある。

16)正確に言えば、 Bloomet al. (1999) は、各国における産業レベルのデータに依拠している。しかし、

分析では、産業レベルのデータを国レベルで集計した上で、分析単位を国としている。

17) Hall and Van Reenen (2000) 
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また、基本推計式 (3-2-1) の説明変数はいずれも被説明変数と年度が同一である。この

ような場合には説明変数と被説明変数の間に同時性バイアスが生じる可能性がある。そこで

分析では、各説明変数の一期ラグを用いることにする。論文では、 (3-2-1) に新たにいくつ

かの変数を追加した方程式 (3-2-2) を実証分析の対象としている。

(3-2-2) rft =¢rft-1 + f3Yit-1 -'YPft-1 + 0p{t-1 + Ii + tt + Uit 

ここでP&-1は、外国における usercost of R&Dである。海外における usercost of R&D 

は、自国以外の 7カ国における usercost of R&Dを、それぞれの国から自国への直接投資額

の比率で加重平均することによって導出されている。またi、tt、は、それぞれ、固定効果お

よび時間ダミーを示す。推計結果は、表3-2-1および表3-2-2に整理されている。

表3-2-1のモデル Iは、 usercostと研究開発費との関係を OLSで推計したものである。弾

力性は負で有意な値 (-0.863) を示している。著者が主張するように、 usercost of R&Dに

は測定誤差が生じる可能性がある 18)。OLSでは測定誤差と誤差項との相関がもたらすバイ

表3-2-1 推計結果 (1)

I II III 

OLS IV IV 

rtd -1 
0.842 
(0.054) 

PTt-d 1 
-0.863 
(0.148) 

Ptd -1 
-0.783 -0.163 
(0.145) (0.079) 

Ptf -1 

Pd t-1 -Ptf -1 

Yt-1 
1.084 0.137 
(0.263) (0.145) 

Pd t-l (long run) -1.027 
(0.034) 

Ptf -l (long run) 

Pd t _ 1 -Ptf -l (long run) 

Country Dummy Yes Yes Yes 

Year Dummy Yes Yes Yes 

Observations 120 120 120 

（注）カッコ内の数値は標準誤差。ただし斜体字は p値

出典 Bloom et al. (1999) p.14 

IV 
IV 

0.787 
(0.059) 

-0.193 
(0.081) 

0.294 
(0.114) 

0.254 
(0.148) 

-0.903 
(0.007) 

1.376 
(0.005) 

Yes 

Yes 

120 

V 

IV 

0.781 
(0.061) 

-0.242 
(0.085) 

0.236 
(0.145) 

-1.107 
(0.001) 

Yes 

Yes 

120 

18)ただし、モデル I、IIでは taxpriceおよび usercost of R&Dに一期ラグ値が取られている。その限り

では、 taxpriceおよびusercost of R&Dに測定誤差があったとしても、誤差項との間に相関は見られな

いと思われる。この点は理解できなかったこ
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表3-2-2 推計結果 (2)

I II III N 

IV N IV IV 

rtd -1 
0.775 0.784 0.748 0.781 
(0.065) (0.061) (0.066) (0.061) 

Ptd -1 
-0.194 
(0.082) 

Ptf -1 
0.292 
(0.114) 

Pd t-1 -Pf t-1 
-0.251 -0.249 -0.263 
(0.091) (0.088) (0.088) 

Yt-1 
0.233 0.224 0.256 0.252 
(0.148) (0.150) (0.148) (0.148) 

K, rd 0.036 
t-1 (0.156) 

Wt-1 0.082 
(0.222) 

rtG -1 
0.051 
(0.030) 

rtE -1 -0.122 
(0.229) 

Pf t-l (long run) 1.335 
(0.005) 

Pt d _ 1 -Ptf -l (long run) 
-1.117 -1.155 -1.043 
(0.001) (0.002) (0.000) 

Country Dummy Yes Yes Yes Yes 

Year Dummy Yes Yes Yes Yes 

Observations 120 120 120 120 

（注）カッコ内の数値は標準誤差。ただし斜体字は p値
出典 Bloom et al. (1999) p.19 

アスを制御できない。このため、モデル IIにおいて、著者は操作変数法 (Instrumental

Variable Method: IV) による推計を試みている。弾力性の値（絶対値）は低下しているが、

user cost of R&Dの係数は、引き続き負で有意な値 (-0.783) を示している。

モデル IIIから Vでは、説明変数として R&Dの一期ラグ値が追加された動学的パネル・

モデルが紹介されている 19)。これによって、税の長期的な効果を調べることが可能となる20)。

前期の R&Dは予想通り、強い説明力を見せている。推計結果に基づいて長期的な弾力性を

計算すると、—1.027になる（モデル III) 。これらの結果を見ても、研究開発投資は税に対し

19) (3-2-2)で表される動学的パネルモデルの推計では、 (3-2-2)の両辺から「(3-2-2)の一階階差」を

差し引くことにより、固定効果を除去し、それを GMMで推計する方法が用いられる。詳しくは、

Anderson and Hsiao (1981)、Arellanoand Bond (1991)、Ahnand Schmidt (1995)、および Blundell

and Bond (1998). 

20)長期的な弾力性は、 (3-2-2) の推計結果から (yI (l -</J)) を導出することにより得られる。ただ

しモデル IIIおよび IVでは、 usercost of R&Dの長期の値が説明変数として追加されている。この変数

をどのように作成したのかに関する説明は元論文には明示されていない。
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て感応的であることがわかる。

モデル IVおよびVには、海外の usercost of R&Dを考慮した推計結果が記されている。

モデル IVでは、外国の usercost of R&Dは正で有意な係数を示している。この結果は、諸

外国における税制上の優遇措置が、自国のそれよりも寛大になれば、 R&Dはより寛大な税

制を施す国に流出することを示唆している：：：換言すると、各国間には、優遇税制を通じて他

国から R&Dを惹きつけようとする税率競争の誘引が生まれることになる。税負担の格差に

R&Dが反応することは、モデルVの推計結果に明確に現われている。自国と諸外国との間

で、税負担の格差が大きくなると、自国の R&D水準は低下しているからである。

表3-2-2推計結果 (2)では、研究開発における他の決定要因を考慮した場合にも、税制は

引き続き有効であるか否かが検討されている。新たに追加された説明変数は、自国における

設備投資のレンタル価格 (K,;土）、賃金 (Wt-1)、公的 R&D(riー 1)、および、外部 R&D

(r贔）の 4要因である。これらの 4変数はいずれも自然対数値として定義されている。な

お、外部R&D(rtー1) は、自国以外の 7カ国における R&Dを、それぞれの国から自国へ

の直接投資額の比率で加重平均することによって計算されている。

推計結果を見ると、資本のレンタル価格、賃金、外部R&Dはいずれも有意な値を示して

いない。外部R&Dは、国際的な知識移転の指標であるが、推計結果は、このような指標を

作成することの難しさを示唆している。一方、公的 R&Dは正で有意な値を示している。推

計結果は、公的R&Dと産業部門の R&Dとが補完的な関係にあることを示している。

表3-2-2からは、外国の usercostの長期的な値も 1前後であることが観察される。さら

に、国内外における税負担格差が 1%増加すると、自国の R&Dは1%以上減少することも

示されている。税以外の様々な要因を考慮したとしても、税は、国内における R&Dの水準、

ならびに、 R&Dの国際的な配分に大きな影響を及ぼすことがわかる。したがって表3-2-1の

推計結果は頑強であることが示された。

研究開発費の大半は、研究者・技術者へ支払われる賃金によって構成される。研究者・技

術者の国際的な流動性がそれほど高くないと考えるならば、研究開発の国際的な移動は、資

本（設備投資）のそれに比べると低いだろう：：：しかし、本論の推計結果からは、研究開発が

国際間を弾力的に移動すること、しかも、研究開発の国際的な移動は諸外国の租税政策に敏

感に反応することが知られた21)。このような推計結果が正しいとすれば、国際的な資本移動

の文脈において主張された各国税務当局間の政策協調の必要性が、 R&Dの国際的な移動に

21) Sinn (1987)、Gordon(1992)などの先行研究は、労働は資本ほど弾力的には国際間を移動しないこ

とを仮定してきた。ただし、研究者・技術者の流動性は、一般的な労働者の流動性に比べると高いのか

もしれない。
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ついても適用されうるだろう。

4. おわりに

本稿では、研究開発税制に関する実証分析を、それが基づくデータのレベルに応じて、企

業レベル、および、マクロレベルから概観した。紹介した実証研究は、依拠するデータも推

計式も異なるが、税価格弾力性の推計値が短期的には、およそ—1、長期的にはー1を超える

ことを指摘している点では共通している。これまで、研究開発投資は調整費用が大きいた

め、価格にはそれほど敏感には反応しないと考えられていた。しかし、紹介した実証研究を

含む先行研究の多くは、研究開発が税制に対して、少なくとも長期的には感応的であること

を示している。これらの結果は、税制が企業の研究開発投資を促進する上で有効な手段とな

ることを示唆する。

最後に、先行研究から示唆される今後の研究課題について言及しよう。税制と研究開発投

資との議論は、税制と設備投資に係る議論のアナロジーとして位置付けることができた。設

備投資をめぐる議論では、企業における資金調達方法についても検討されたが、研究開発投

資についてもそのような分析は可能であろう 22)。企業の資金調達方法は、様々な企業属性一

大規模企業かスタートアップスか、他企業の子会社かどうか、金融機関等との関係、保有資

産の特性などーから影響を受けるであろう。税制の効果は企業の taxstatusなど企業属性に

依存するが、資金調達方法の分析に限らず、このような企業属性（あるいは企業間の異質

性）を考慮することは重要であろう。

また、税制の効果は、研究開発投資のより根源的な決定要因一専有可能性や技術機会ーと

も関わる可能性がある。 Audretschet al. (2002) は、スピルオーバー効果の大きい研究開発

投資には公的資金を通じた直接支援（補助金、政府研究開発投資など）が望ましいと指摘す

る。これは、逆に、専有可能性の高い（スピルオーバーの程度が低い）プロジェクトには、

税制による支援が適していることを示唆している。専有可能性の程度と税制の効果とがどの

ように関連するのかは興味深い論点である．

技術機会と税制との関連で言えば、産学連携と税制との関係も興味深い論点である。わが

国では、平成15年度の税制改正により、大学を含む公的試験研究機関との間で行われる共同

研究、委託研究のために支出した研究費（特別共同試験研究費）も税額控除の対象となるこ

とになった。税制上の優遇措置が、企業と公的研究機関との間で行われる共同研究を促進す

22) Blass and Yosha (2001)、Hall(2002)、Parisiand Sembenelli (2003)など。 Parisiand Sembenelli 

(2003)はusercost of R&Dを計算する際に、資金調達方法の違い（借入、内部留保、および、新株発

行）を考慮している。
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るのかどうか、産学共同研究が税制を通じて自社内の行われる研究開発にどのような影響を

及ぼすのかについては、注意深く見守る必要がある。

税制の効果をマクロレベルで検討する場合には、諸外国との相互依存関係が研究開発投資

の国際的な配分にどのような影響を及ぼすのか、をより詳細に検討することが必要になるだ

ろう。 Bloomet al. (1999) では、自国の R&Dは他国の研究開発税制に影響を受けることが

示唆された。その結果は各国間に租税競争の誘引を与える。とりわけ、知識のスピルオー

バーが国内に限定される場合には23)、各国は自国内に R&Dを「誘致」するために税率を切

り下げる（あるいは優遇措置の実効税率をあげる）誘引を持つ。税率切り下げによる税収減

は、例えば、公的R&Dの財源を減少させるが、そのような税率競争が自国産業の長期的な

技術進歩のみならず、世界全体の技術進歩にどのような影響を及ぼすのか、そして、租税政

策の国際的な協調がどの程度必要なのか、を検討することは興味深い24)0 

このように、本課題については検討すべき論点も少なくない。今後は、研究開発と税制に

ついて、より深い理解が求められるとともに、他の技術政策（補助金、政府研究開発投資

等）との比較を通じて、税制の有効性を議論する必要がある25¥
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